
Q Ａ

納付金の電子申告申請のやり方が知りたい。

以下のURLからご確認いただけます。

URL　:

https://www.jeed.go.jp/disability/om5ru80000002u8f-

att/q2k4vk0000053lv6.pdf

申告申請書の作成に過去のファイルを利用できるときいたが、どのファイルを利用すれ

ばよいのか

記入説明書P88-90の記載にあります、マクロ付きExcelファイル　申告申請書作成支援シー

トVer.10.0.0または、Ver.11.0.0から作成したバックファイルとなります。

記入説明書URL：

https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_procedure_manual_n

oufu.html

いま持っているマクロ付きExcelのVer確認方法を知りたい マクロ付きExcelを開いていただくと、上段に表示されますので、ご確認ください。

過去のファイルはどこにあるのか 前年度にご利用されたファイルとなりますので、前任の方にご確認をお願いいたします。

「保存データの取込みができません。」のエラーがでる。

誠に申し訳ありませんが、メンテナンス(4月5日）前に作成いただいた保存データはご利用になれません。

再度データを作成いただく必要があります。

再度、作成していただく際、R4年度（又はR3年度）にマクロ付きExcelで作成されたデータが残ってい

れば、そのデータをシステムに取り込んていただくことが可能です。

（マクロバックアップあり→記入説明書Ｐ８８ー９０）

（マクロバックアップなし→記入説明書P106～）

エラーとなったお手元のＸＭＬファイル（申告申請書保存データ）は削除していただきますようお願いいた

します。

記入説明書URL：

https://www.jeed.go.jp/disability/levy_grant_system_procedure_manual_noufu.ht

ml

電子申告申請システムのデータを利用できないがどうしたらよいか

令和３・４年度の申告申請に利用されたXMLファイルがあればご利用いただけます。

過去のファイルがない場合は、お手数をおかけしますが新規登録をお願いいたします。

読み込めなくなったファイルは削除をお願いします。

どこから電子申請すれば良いかわからない

以下のURLからご利用いただけます。

また、高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページの下段のバナーにある「障害者雇用納

付金　電子申告申請システム」ボタンからもご利用いただけます。

電子申告申請システムURL：

https://www.nofu.jeed.go.jp/Nofu_Densi/

来年度はどうなるのか。

電子申告申請をする際、最後に申告申請したデータを保存する流れとなっているので、そのデー

タを保存してください。（保存時名称「令和05年度_電子申告申請_○○○○（自社の法

人番号）_ YYYY年MM月DD日HH時MM分SS秒.xml」)

令和５年度申告申請書を提出していない。どうしたらいいか。

常用雇用労働者が100人を超える事業主の方は納付金の申告が必要です。速やかに申告申

請書の提出及び納付金がある場合は納付をお願いします。なお、申告申請期限を超えての申

請については、障害者雇用調整金、在宅就業障害者特例調整金、特例給付金の支給はで

きません。

※　100人以下の事業主の方の報奨金、特例給付金の申請の期限は7月31日です。

納付書がない。

管轄の都道府県支部にご連絡ください。

支部の申請申告窓口：https://www.jeed.go.jp/disability/om5ru80000002u8f-

att/q2k4vk0000051wiw.pdf

電子申告申請データの作成関係

申告申請期限関係

その他
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